
第２３号議案                             

   足立区道路占用料等徴収条例の一部を改正する条例       

 上記の議案を提出する。                      

  令和７年２月２０日                      

            提出者  足立区長   近  藤  弥  生     

 

   足立区道路占用料等徴収条例の一部を改正する条例  

足立区道路占用料等徴収条例（昭和２８年足立区条例第１４号）の一

部を次のように改正する。  

 別表中  

「  

９，３５０  

１万４，３００  

１万９，３００  

７，７２０  

１万２，４００  

１万７，０００  

８３０  

８３  

５０  

８，１８０  

５，０１０  

１万６，７００  

２万３，４００  

１万６，７００  

１９０  

３４０  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「  

９，７４０  

１万４，９００  

２万１００  

８，６９０  

１万３，９００  

１万９，１００  

８６０  

８６  

５２  

８，５２０  

５，２１０  

１万７，３００  

２万４，６００  

１万７，３００  

２００  

３６０  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



５００  

７５０  

１，０００  

１，５００  

２，０００  

３，５００  

５，０１０  

１万  

１万４，８００  

１万６，７００  

Ａに０．００４を

乗じて得た額  

Ａに０．００６を

乗じて得た額  

Ａに０．００７を

乗じて得た額  

１万１，７００  

７，０２０  

１万４００  

２３０  

２万３，４００  

２万３，４００  

１万３，３００  

２３０  

２万３，４００  

２３万４，０００  

１１万７，０００  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

を  

５２０  

７８０  

１，０４０  

１，５６０  

２，０８０  

３，６５０  

５，２１０  

１万４００  

１万７，３００  

１万７，３００  

Ａに０．００４を

乗じて得た額  

Ａに０．００６を

乗じて得た額  

Ａに０．００７を

乗じて得た額  

１万２，３００  

７，４００  

１万１，０００  

２４０  

２万４，６００  

２万４，６００  

１万３，９００  

２４０  

２万４，６００  

２４万６，７００  

１２万３，３００  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

に  



１万６，７００  

Ａに０．０２４を

乗じて得た額  

２万３，４００  

８，６４０  

２万３，４００  

１万６，７００  

」  

１万７，３００  

Ａに０．０２４を

乗じて得た額  

２万４，６００  

１万３００  

２万４，６００  

１万７，３００  

」  

改める。  

   付  則  

１  この条例は、令和７年４月１日から施行する。  

２  この条例の施行の日の前日までの占用に係る占用料については、な

お従前の例による。  

 

 （提案理由）  

 固定資産税評価額の評価替えに伴い、道路占用料を改定する必要があ

るので、この条例案を提出いたします。  


